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貸倒損失
－回収不能の判断基準ー

はじめに

TAINSの「検索キーワードベスト

２０」では、常に、「貸倒損失」又は「貸

倒れ」というキーワードが上位にラン

クされています。

法人税法上、貸倒損失の損金算入時

期等の定めはなく、法人税法２２条３項

３号の損失の額として、公正妥当な会

計処理の基準によって計上することと

なります。

今回は、貸倒損失について、回収不

能の判断基準等を検索してみました。

１．日本興業銀行事件

平１６・１２・２４最高裁判決
（破棄自判）（確定）（納税者勝訴）
Z２５４－９８７７

〈事案の概要〉

本件は、A銀行が住宅金融専門会社

Bに対する貸付債権相当額を損金の額

に算入したところ、否認されたためそ

の取消しを求めたものです。

〈裁判所の判断〉

最高裁では、次のとおり、全額回収

不能の判断基準を示したうえで、債権

者側であるA銀行の母体行責任を考慮

して、貸倒損失の計上を認めました。

① 法人の各事業年度の所得の金額の

計算において、金銭債権の貸倒損失を

法人税法２２条３項３号にいう「当該事

業年度の損失の額」として当該事業年

度の損金の額に算入するためには、当

該金銭債権の全額が回収不能であるこ

とを要すると解される。

② そして、その全額が回収不能であ

ることは客観的に明らかでなければな

らないが、そのことは、債務者の資産

状況、支払能力等の債務者側の事情の

みならず、債権回収に必要な労力、債

権額と取立費用との比較衡量、債権回

収を強行することによって生ずる他の

債権者とのあつれきなどによる経営的

損失等といった債権者側の事情、経済

的環境等も踏まえ、社会通念に従って

総合的に判断されるべきものである。

２．事実上回収不能となった時期

平１７・１０・２８秋田地裁判決
（棄却）（確定）２５５－１０１８４

〈事案の概要〉

原告は、金銭貸付業を営む法人で、

乙に対して貸金債権を有していました

が、乙は、昭和６１年５月２９日に自己破

産の申立てをしました。本件は、乙が

死亡し、その相続人の不存在が確認さ

れたとして、原告が平成１０年３月期に

本件債権の貸倒れ処理をしたところ、

所轄税務署長に否認されたため争われ

たものです。

〈裁判所の判断〉

裁判所では、次のとおり、客観的、

主観的事情を総合判断して、貸倒損失

の損金算入を認めませんでした。

① 金銭債権の回収不能とは、当該債

権が消滅した場合のみならず、債務者

の資産状況、支払能力等から当該債権

の回収が事実上不可能であることが明

らかになった場合も含むものである。

② それゆえ、当該債権の回収が事実

上不可能であることが明らかになった

場合には、その事業年度において直ち

に損金算入を行うべきである。

③ 基本通達９－６－２の「その債務

者の資産状況、支払能力等からみてそ

の全額が回収できないことが明らかに

なった場合」に該当するか否かの判断

に当たっては、債務者の財産及び営業

の状態、債務超過の状況、その売上高

の推移、債務者の融資や返済等の取引

状況、債権者と債務者の関係、債権者

による回収の努力やその手段、債務者

の態度等の客観的事情に加え、これら

に対する債権者の認識内容や経営的判

断等の主観的事情も踏まえ、社会通念

に従って総合的に判断されるべきであ

る。

④ 乙は、自己破産の申立てをした時

点では、既に、代物弁済や動産売買に

よって主要な不動産、動産を手放し、

原告に対する返済も停止していたほ

か、他にも７名の債権者に債務を負担

して、本件債務の返済能力を喪失して

いたというべきであり、乙は、破産手

続後にまで営業を継続していたとはい

え、本件債務の弁済資金を獲得するこ

とができるような売上げを得ていたわ

けではない。

⑤ そうすると、客観的な情勢をみる

限り、遅くとも乙に対する破産手続の

終結した昭和６３年１０月１９日の時点にお

いては、本件債権について、その全額

が回収できないことが明らかとなって

いたというべきである。

⑥ 原告は、乙の資産状況、支払能力

等を基礎付ける重要な事実を認識して

いたのであり、乙の破産手続終結のこ

ろまでには、本件債権の全額が回収で

きないことを認識するに至っていたも

のと認めるのが相当である。

３．実質的事実と形式的事実

平１４・２・５非公開裁決
（全部取消し）F０－２－０５７

〈事案の概要〉

この事案では、裁判上の和解により

金銭債権と相殺した立退料は、土地の

取得価額とすべきか、回収不能な債権

として貸倒損失とすべきかが争われま

した。

〈審判所の判断〉

審判所では、本件和解は請求人の都

合による馴合訴訟によるもので、判決

と同一の法律効果はないとしたうえ

で、次のとおり、請求人が金銭債権を

貸倒損失として処理したことを相当と

認めました。

① 甲社の資力の状況等については、

銀行取引が停止（平成８年８月６日）

され、多額な債務超過が継続してお

り、休業状態にあること、また、繰返

し土地を譲渡しているが、多額な譲渡

損失が発生していることから、所有土

地の価値は大幅に下落していると認め

られ、本件和解が成立した平成９年１２

月１１日には、その資産内容は極めて悪

い状況にあり、債務超過の状態が相当

期間継続していたことが認められる。

② 請求人は、本件金銭債権に係る担

保物を有していないことから、甲社に

は、請求人の金銭債権を返済する資力

はないと認められる。

③ そして、請求人は、上記①及び②

のことが甲社に対する金銭債権の全額

が回収できないことが明らかになった

場合に該当するとして、その明らかと

なった平成１０年３月期に、本件金銭債

権を貸倒損失として損金経理したもの

である。

④ そうすると、請求人が本件金銭債

権を回収不能な債権として貸倒損失に

計上したことは相当と認められる。

⑤ また、本件のように債務者に破

産、債務超過等の事実が実質的に存在

し、債権の回収が見込めないような場

合には損金経理による貸倒損失の計上

が認められるから、議事録に債権放棄

の記載があるか否か、あるいは債務免

除通知書を債務者に送付したか否かと

いった形式的な事実は判断を左右しな

い。

おわりに

金銭債権が回収不能になったか否か

は、結局、事実認定の問題であり、貸

倒損失の計上は、法人の判断に委ねら

れているともいえますので、判例・裁

決等の情報を参考にその計上時期を見

極めてください。

TAINSで貸倒損失に関する情報を

検索する場合の漢字キーワードは、「貸

倒損失」「回収不能」等です。

収録内容に関するお問合せはデータ
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